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シリーズ！！シンボルマーク ④ 

 
 
 
 
 
 
 
 
第４回目はこのシンボルマークの紹介です♪ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

☆３月３日は「耳の日」だとご存知ですか？難聴に関するイベントがありますのでご案内します。 

耳の調子が気になる方もちょっと心配という方も気軽に参加されてみてはいかがでしょうか？ 

  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

「障害者のシンボルマーク」には次のようなものなどがあります！ 

名称：聴覚障害者を表示する国際シンボルマーク 
 
マークの概要 
 ★このマークは、世界ろう連盟（ＷＦＤ）が定めた世界共通の

シンボルマークです。 
 ★１９８０年に一般に紹介されてからは、いくつかの国で定期

刊行物やポスターに使用されています。 
★ 聴覚障害の方が通訳その他のサービスを受けられる場所で

も使用されています。 

一年で一番寒い時期になり、春の訪れが待ち遠しい毎日ですね。 

今年もインフルエンザ流行の兆しが出てきたようですので、 

皆さま体調管理にはくれぐれもお気を付け下さい。 

 

第２０回「耳の日」イベント 
日 時：2008年 3月 2日（日） 

10：00～15：00 

場 所：アクロス福岡１階アトリウム・円形ホール 

定 員：なし（講演会及びトークショーは先着順） 

参加費：無料 

内 容： 

・難聴や耳鳴りなどについての無料相談を常時数名

の専門医が受けます。 

・希望者にはスクリーニング聴力検査を実地したり

内視鏡での鼓膜所見を供覧します。 

・講演会（ 円形ホールにて 11：00～13：00 ） 

「扁桃腺について」 
（市川大輔先生 福岡歯科大学総合医学耳鼻咽喉科学分野） 

「抗うつ薬のはなし」 
（末田奈巳先生 スエタ薬局南口店） 

「スギ花粉症対策の常識と非常識」 
（宇佐神篤先生 東海花粉症研究所） 

・中島浩二氏のトークショー（13：00～14：00） 

第３回市民難聴フォーラム 

～難聴医療最前線～ 
日 時：2008年 3月 8日（土） 

13：00～17：00 

場 所：エルガーラホール８階（大ホール） 

参加費：無料 

申 込：電話受付 03-5549-7715 

（月～金 9:00-17:00） 

当日参加も可能 

内 容： 

・きこえの仕組みと難聴 
（河野浩万先生 宮崎大学医学部耳鼻咽喉科准教授） 

・耳鳴りの診断と最新治療 
（賀数康弘先生 九州大学医学部耳鼻咽喉科助教授） 

・新生児難聴スクリーニング 
（中川尚志先生 福岡大学医学部耳鼻咽喉科 教授） 

・高度難聴児に対する人工内耳治療 
（宇良政治先生 宇良耳鼻咽喉科クリニック 院長） 

・質疑応答／パネルディスカッション 



後期高齢者医療制度をご存知ですか？ 
先月号の「はあと」からご紹介しています「後期高齢者医療制度」（Ｈ20.4.1 施行）ですが、 

今回は「今とどう変わるの？」という疑問にお答えします！！  
  

  ◎老人保健制度と後期高齢者医療制度との比較 

項目 
老人保健制度 

（ 現在 ） 

後期高齢者医療制度 

（H 20. 4. 1～） 

運営主体  市町村  広域連合（都道府県単位で全市町村加入） 

対象者 
 75 歳以上（65 歳以上で一定の障がいがあり 

 制度に加入するかたを含む） 
 老人保健制度と同じ 

加入形態 

 それぞれの医療保険に加入 
 

 

 市町村が行う老人保健医療 

 を受ける 
 

 

 

 それまでの医療保険を脱退し、 

 後期高齢者医療制度に加入 

  市町村で構成する広域連合が 

 運営する保険制度 

 

医療費の

給付 
 療養の給付等  老人保健制度と同じ 

一部負担  1 割負担（現役並み所得者は3 割）  老人保健制度と同じ 

保険料の

負担 

 老人保健制度自体での保険料の負担はない 

 （国民健康保険や被用者保険（注）の保険者へ 

  保険料を納付する） 

 被保険者は、広域連合が条例で定めた 

 保険料率により算定した保険料を納付する 

※老人保健制度では、国民健康保険又は被用者保険（注）に加入したまま老人保健制度の対象となりますが、 

後期高齢者医療制度の場合は、独立した医療制度であるため、それまで加入していた保険を脱退して加入 

することになります。 

 
注 ： 被用者保険とは、政府管掌健康保険や企業の健康保険、船員保険、 

公務員の共済組合等のことであり、国民健康保険は含まれません。 
 

            

           

 

 

 

 

相談室からちょっと一言 

 先日「後期高齢者医療制度」についての説明会に行ってきました。 

 地域の年配の方がたくさん参加されており、この制度についての関心の高さを感

じました。４月からの導入に向けて、１回の説明会では分かりにくいと感じたとこ

ろもありましたが、私達ソーシャルワーカーも皆さまの疑問に答えることができる

よう、新しい制度をきちんと勉強していきたいと思います。 

今までは２枚 これからは１枚 

降雪時の病院送迎バスの運行について 
 
最近では「大雪の日」というのはめっきり少なくな

りましたが、お天気によってはバスの運行が難しくな

る場合があります。 
天気予報の大雪警報・注意報、暴風雪警報・注意報が

発令されている場合は、お手数をお掛けいたしますが、

病院受付（５６６－７０６１）へ運行のご確認を 
お願いいたします。 


